
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  寄与分と特別受益                     

Ｑ：民法に寄与分と特別受益という制度が

あるそうですが、どのような内容なのです

か？                                           

                                              

Ａ：次のような内容です。 

【解説】 

 ①寄与分 

  共同相続人の中に、被相続人の財産の維持

又は増加につき特別の寄与をした者があると

きには、相続財産からその者の寄与した部分

を控除したものを相続財産とみなして相続分

を算定し、その算定された相続分に寄与部分

を加えたものをその者の相続分とすることに

よって、共同相続人間の均衡を図ろうとする

規定があります。これを寄与分をいいます。

寄与分として認められる要件としては、次の

ものがあります。 

 ・特別の寄与行為であること  

 ・被相続人の事業に関する労務の提供又は財

産上の給付、被相続人の療養看護その他の

方法によるものであること 

 ・その結果、被相続人の財産の維持又は増加

があったこと 

 ②特別受益 

  特別受益とは、共同相続人の中に生前贈与

や遺贈受けた者がいる場合に、その特別受

益を相続財産に持ち戻したものを相続財産

とみなして、これによって算定される相続

分の中から特別受益の価額を控除した残額

を特別受益者の相続分とする制度です。 
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